
別表 自転車安全利用啓発動画の作成及び広報業務 評価基準 

 

１ 評価項目及び各項目の配点は次のとおりとし、各選定委員（５名）が採点する。 

２ 企画提案者の中で最高点と評価した選定委員が最も多かった者を契約候補者とする。 

   なお、該当する企画提案者が複数あった場合は、各選定委員による評価の合計点の平均点が最も高 

い者を契約候補者とする。 

３ ２の場合において、平均点の最も高い企画提案者が複数あった場合は、選定委員で審議の上、契約候 

補者を特定する。 

４ 各選定委員による評価の合計点の平均点が60点未満の場合は、当該企画提案者を契約候補者として 

選定しない。企画提案者が１者の場合も同様とする。 

 

区分 評価項目・内容 配点 

１ 業務内容の 

理解度 
（１） 

委託業務の目的や内容について十分に理解し、仕様書を踏

まえた提案内容になっているか。 
１０ 

２ 企画提案内容 
（１） 

自転車の道路交通法違反に対する反則通告制度（青切符制

度）について理解を促進する内容となっているか。 
２０ 

（２） 乗車用ヘルメットの着用を促進する内容となっているか。 １０ 

（３） 
自転車損害賠償保険加入義務化について的確に周知する内

容となっているか。 
１０ 

（４） 特定小型原動機付自転車のルールについて触れているか。 １０ 

（５） 
広報の方法は広く県民の目に触れるものであり、充分な期

間及び回数を確保しているか。 
１０ 

３ 企画提案の 

実施可能性 
（１） 

過去に類似の業務で良好な実績を上げており、同等の成果

が期待できるか。 
１０ 

（２） 
委託業務を安定的に遂行できる実施体制、実施スケジュー

ル等の業務環境となっているか。 
１０ 

（３） 業務内容に見合った適切な経費であるか。 １０ 

合 計 １００ 

 

（※）配点基準 

評価基準 

配点 

特に 

優れている 
優れている 普通 劣っている 

特に 

劣っている 

１０点 １０～９ ８～７ ６～５ ４～３ ２～１ 

２０点 ２０～１７ １６～１３ １２～９ ８～５ ４～１ 

 


